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「世田谷区基本構想（素案）」「世田谷区基本計画（検討状況）」 
パブリックコメント実施結果 

 
１．実施概要 
  ・期  間：平成２５年６月２８日（金）～７月１８日（木） 
  ・媒  体：区のおしらせ特集号、ホームページ、基本構想シンポジウム、 
        タウンミーティング等 
  ・受付状況：４２２人（意見件数 ７１２件） 
        ハガキ 169人、ホームページ 31人、FAX4人、封書 7人、持参 3人、

電話 1人、シンポジウム 96人、タウンミーティング当日意見 73 人、
タウンミーティング意見カード 38人 

 
２．反映状況 
 

基本構想（案）に反映したもの           １０８件 
基本計画等策定の参考にしたもの          ６０４件 

 
 
３．項目別件数 

項目 件数 
前文 １１ 
個人を尊重し、人と人のつながりを大切にする ３６ 
子ども・若者が住みやすいまち、住みたいまちをつくる ６９ 
健康で安心して暮らしていける基盤を確かなものにする ６５ 
災害に強く、復元力を持つまちをつくる ４７ 
環境に配慮したまちをつくる ５９ 
地域を支える産業を育み、職住近接が可能なまちにする ２６ 
文化・芸術・スポーツの活動をサポート、発信する ２４ 
より住みやすく歩いて楽しいまちにする ９６ 
ひとりでも多くの区民が区政や公の活動に参加できるようにする ８０ 
実現に向けて １１０ 
その他 ８９ 

合計 ７１２ 
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４．意見概要および区の考え方 

 

（１）基本構想（案）に反映したもの（１０８件） 

 

該当項目 意見概要 区の考え方 

基本構想全
般に対する
意見など 

できるだけ日本語を使いわかりやすく

してほしい。 

（他3件） 

文言を出来るだけわかりやすく端的な表現

となるよう修正しました。また、文中の時

制を統一しました。 

前文 「かつてのような経済成長を前提とし

た社会の再来は望めず」、という記述

は、根拠や説明が不足している。 

「寛容で活気あふれる社会」「多様性

を尊重しゆるやかに共存する文化・地

域性」の例示を示してほしい。 

「新たな発想」とは具体的にどういう

ことか。 

（他2件） 

いただいたご意見のとおり、基本構想の共

有に向け、認識しておくべき社会状況のあ

いまいな表現を改め、簡潔な表現にしまし

た。 

事例については、必要なものに限っており

ます。 

子ども・若
者が住みや
すいまち、
住みたいま
ちをつくる 

教育に関する充実への言及が弱い。推

進、充実などへの姿勢を示してほしい。 

（他18件） 

「教育の充実」をビジョンのタイトルに記

載しました。 

教育目標や教育についての取組みを加筆し

ました。 

健康で安心
して暮らし
ていける基
盤を確かな
ものにする 

障害者に対する考え方を見せてほしい。 

高齢者の記載がない。超高齢社会の課

題のトップに掲げるべきである。 

（他13件） 

高齢者や障害者をサービスの対象として明

確に位置づけました。 

災害に強
く、復元力
を持つまち
をつくる 

基本構想（素案）の九つのビジョンに

書かれている、「暮らしに不可欠なエ

ネルギーや食糧などはできる限り自分

たちでまかなえるようにします。」は、

「区民が自分たちでまかなえるように

区がします。」ということか。基本計

画（検討状況）中の「避難所における

非常用食料備蓄や災害時にも使える電

源、熱源などのエネルギーの確保に努

めます。」の主語は、区と理解するが、

基本構想（素案）の記述との関係を示

してほしい。 

「できる限り自分たちでまかなえるよう

に」とは、何かあっても被害をできるだけ

少なくしてすぐに立ち直れるようそれぞれ

がひとつの方法に頼らずに備える、という

趣旨であるため、表記を修正しました。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

環境に配慮
したまちを
つくる 
 

環境を優先する、今ある環境を守り抜

く、良い環境を回復し再生するという

ことこそが世田谷区に課せられた重要

なテーマである。そのため、基本構想

（素案）の九つのビジョンに書かれた、

「環境に配慮したまちをつくる」は「環

境を優先したまちづくり」という表現

にするべきである。 

（他2件） 

環境を守ることの姿勢を示し、みずとみど

りを大切にすることを表すため、文章を修

正するとともに、記載の順番を変えました。 

 

具体的な数値等については、基本構想を実

現する基本計画や実施計画等において示

していきます。 

みどりの保全に関しては、民有樹林地や農

地を保全するため、所有者への維持管理支

援、市民緑地等の税制措置を伴う制度の導

入、農地保全方針に基づく取組みを進めて

いきます。 

また、建築等に伴う緑化指導による緑地の

確保や緑化助成による支援等を継続し、区

民の皆さんや事業者と協力し「世田谷みど

り33」の達成に向け、取り組んでいきま

す。 

みどりを保全し、質と量の向上を図る

とあるが、みどりの消失は止まらない。

33％にする、みどり33の取組みは実現

するのか。あらゆる機会をとらえて、

みどりを保全する取組みが必要ではな

いか。具体策として、条例を定めたり、

緑地を地域で管理して守り育てる取組

みや、みどりを買うための基金として

ふるさと納税制度等の活用はできない

のか。 

（他11件） 

大きな敷地にマンションが建てられる

ことが多く、その時に大きな樹木が切

られてしまうことを防ぐことはできな

いのか。（他1件） 

農地が売却され、みどりが減少してい

く。区に残された農地の保全を優先し

てほしい。 

（他3件） 

農地が減少し、マンションや狭小住宅

が増え、みどりが失われている。開発

の抑制など、具体策を出してほしい。

相続税等全国的な制度に関わる分野

と、地方として空間やみどりの保全に

取り組める分野にわけて検討すればよ

いのではないか。 

（他7件） 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

地域を支え
る産業を育
み、職住近
接が可能な
まちにする 

大規模店舗が増え、個人商店が閉店し

ている中、地域産業活性化のために地

域で営まれたものを地域で消費できる

ようになればよい。小規模商店や起業

への支援や環境負荷の少ない企業の誘

致、若者が活躍できる場所の確保等が

必要である。また、地域を支える産業

とはどのようなものか、区内大学と連

携して新しいアイデアを活用したり、

区民を人材として活用するなどの取組

みが必要ではないか。 

（他9件） 

地域を支える産業の例を修正しました。 

 

地域で生産・加工したものを地域で消費す

る「地産地消」の考え方は、環境・生活・

産業の持続可能性という観点から基本構

想審議会でも議論されました。また、区内

には多くのの大学やNPOがあることから、

その専門性や優れた人材と連携することで

若者を始めとする区民の起業やソーシャル

ビジネスを支援していきます。 

 

より住みや
すく歩いて
楽しいまち
にする 
 

空き家の多いまちは、活力が維持でき

るだろうか。空き家を活用した事業に

取り組むべきである。 

（他2件） 

平成２０年の住宅・土地統計調査による

と、世田谷区内に34,790戸の空き家・空

室が存在しており、空き家等を地域交流の

活性化や地域のまちづくり等につなげてい

く地域資源と捉えた有効活用が求められて

います。 

したがって、空き家等を地域資源の一例と

して位置づけました。 

 

既に世田谷区では、区の外郭団体が行って

いる「地域共生のいえ」や「ふれあいの家」

等の場を活用して、地域コミュニティによ

る介護予防や子育て支援などの活動が行

われています。さらに、公益的な活用を希

望するオーナー向け相談窓口を設置し、オ

ーナーに分かりやすい活用のモデルを示す

ことより、窓口開設初期段階における物件

確保および普及啓発のために、「世田谷ら

しい」モデル事業を実施していきます。 

世田谷区は家賃が高いため、空室が目

立つ。民間のマンションのリフォーム

や助成金を出すなど、もっと区が補助

すれば少子高齢化を助ける若者も住ん

でくれるのではないか。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

ひとりでも
多くの区民
が区政や公
の活動に参
加できるよ
うにする 

区民参加の手法は、できるだけ多くの、

実際の住民構成に近い区民が参加でき

るようにすべきである。住民基本台帳

から無作為抽出をしたとしても、関心

のない人は参加しない。 

区民の日常生活に結びついた行政課題

をテーマに掲げるなど、参加の動機付

けを行い、特に若い世代が関心がもて

る工夫が必要だ。また区政の課題は情

報公開を徹底すべきである。 

基本計画の地域計画をはじめ、さまざ

まな計画立案において参加の場が保障

されるべきである。 

（他22件） 

より幅広い世代、立場の皆さんに一人でも

多く参加していただくための手法の例示と

して「無作為に選ばれた区民が意見を述べ

る場」を記載していましたが、その趣旨が

より明確になるように表現を修正します。 

今後、多様な参加手法の実現に努めてまい

ります。 

また、広報紙やホームページなどの情報提

供の手法をわかりやすく、利用しやすいよ

う整備して広報機能を充実するとともに、

パブリックコメントや区民の声などの広聴

機能の充実を図ってまいります。 

実現に向け
て 

国際交流は、現在の海外姉妹都市交流

のような先進国一辺倒ではなく、「開

発途上国の子ども同士の交流」中心に

考えてほしい。 

国際交流の意義は一部の国との交流に限

定されるものではなく、区内在住の外国人

の方との交流を含め、多文化共生を目指す

ことが趣旨です。構想の表現を改め、趣旨

を追記いたします。 
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（２）基本計画等策定の参考にしたもの（６０４件） 
 
 

該当項目 意見概要 区の考え方 

前文 

 

区民の一番弱い者、重度の障害者、

貧困で孤独に暮らす人、などに目を

向け、救える区政を望む。 

前文において、「信頼関係に支えられてだ

れもが安心して暮らせる都市」を築いてい

くと述べておりますとおり、だれもが孤立

することなく安心して暮らせる地域社会づ

くりを目指し、区政を進めてまいります。 

人口は多少のズレはあっても必ず減

少の時代に入るだろう。そのような

予測は国の機関などのデータがあり、

それらをどのように検討し、どのよ

うに考えたのか明示してほしい。 

 

また、区の適正人口について規模を

示すべきではないか。 

（他3件） 

中長期的なビジョンを検討する上で、人口

推計は非常に重要です。基本構想審議会で

は、平成22年度に実施した人口推計をもと

に議論を行いました。その後、新たに人口

推計を見直しており、その結果及び分析に

つきましては基本計画（素案）等で公表し

ていく予定です。 

参加と包摂を実現していくに当たっ

て具体的には何が一番必要か。また、

排他主義が蔓延し始めているなか、

参加と包摂の実現以外にも何か手立

ては考えられるか。 

参加とは我が事として引き受けて考えるこ

と、包摂とは誰であれそれぞれの生き方を

尊重され、同じ社会の一員として受け入れ

られることを表しています。こうした住民

自治の確立が基本構想の実現のために必要

であると考えています。 

九つのビジョンの上に立つ目標、例

えば「住みやすいまちナンバー1を

目指す」といった目標を掲げてはど

うか。目標には方向と高さがあり、

方向だけでは後から検証できない。 

「九つのビジョン」をまとめる将来の都市

像として、前文において「多様な人材がネ

ットワークをつくり、信頼関係に支えられ

てだれもが安心して暮らせる都市」を示し

ています。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

個人を尊重
し、人と人
とのつなが
りを大切に
する 

性的マイノリティに対する差別をな

くし、世の中に認識してもらうため

にも、基本構想の個人の尊厳、多様

性の尊重の中で、性的指向や性的マ

イノリティについて明記してほしい。 

（他8件） 

「多様性を認め合うこと」の「多様性」に

は、性的指向はもちろん、記されない数多

くの概念が含まれます。例示をすることに

よって、「これとこれ」を認めれば多様性

を尊重したことになるのだと、逆に多様性

の概念を狭める可能性があります。これか

ら新たに現れる概念も含めあらゆることを

多様性として認めていくために、いくつか

の例示に留めています。なお、性的マイノ

リティなどの少数者に対する理解を深めて

いくことは、基本計画、個別計画において

考え方を示していきます。 

 ノーマライゼーション社会を実現し

てほしい。 

障害者や、高齢者、病者、経済的弱

者など、社会的弱者に対する言及が

全体的に弱いのではないか。 

情報の多くが日本語であったり、道

や電車が混雑しているなど、だれも

が自分らしく生きるにはバリアが多

い。ユニバーサルデザインの区政を

進めてほしい。 

（他8件） 

「個人の尊厳を尊重し、人と人のつながり

を大切にする」のビジョンでは、「多様性

を認め合い、自分らしく暮らしていける地

域社会を築いていきます」という表現に、

ノーマライゼーション社会の実現を目指し

た意思を込めています。 

この項目において、病者や経済的弱者とい

った具体的例示はありませんが、むしろ例

示を挙げすぎないことによって、「多様性」

が含意するところを各自が考え、様々な「個

人の尊厳」を尊重していくことが望ましい

と考えています。 

ただし、生活をしていくための支援が必要

な方もいらっしゃいますので、「健康で暮

らしていける基盤を確かなものにする」に

おいて、「障害者、高齢者をはじめ、だれ

もが」という表現を追記いたします。 

 なぜ、「基本的人権」という言葉を

使わないのか。 

「個人を尊重する」の概念の中に基本的人

権の尊重も含まれ、さらに個人の個性や生

き方などの多様性の尊重などが含意される

と考えています。 

 多様性の尊重の例示で「国籍」とあ

るが、外国人差別はしていないので

はないか。 

差別の有無を問題にしたものではなく、誰

もが自分らしく暮らせる地域社会の実現に

向けて取り組むものです。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

個人を尊重
し、人と人
とのつなが
りを大切に
する 

多様性を認め合ったり、人と人のつ

ながりをつくり、社会的包摂を実現

するためには、子どものころからの

教育や、世代間の交流などの取組み

が必要ではないか。 

皆で話し合うための場が必要なので

はないか。 

（他4件） 

多様性を認め合うには、様々な人が出会い、

知り合いとなって、理解を深めていくこと

が必要だと考えています。 

素案では、「世代を超えて出会い、集える

多様な場所を区民とともにつくります」と

いう表現で、世代間の交流と、交流の場づ

くりの重要性を示しています。 

 九つのビジョンの中で、個人の尊重、

人と人のつながり、というビジョン

を最優先のものとすべきである。 

（他2件） 

九つのビジョンには優先順はありませんが、

前文で「多様性を尊重して緩やかに共存す

る文化」を引き継ぐこと、「信頼関係に支

えられてだれもが安心して暮らすことがで

きる都市」を目指すことを記し、これを基

本構想全体の基本的な理念として掲げてい

ます。 

 「参加と包摂」よりも「個の確立と

システム化（PDCAサイクルの確立）」

が重要である。 

個の確立については、個人の尊厳の尊重や、

教育の充実などより、実現を図ってまいり

ます。また、PDCA（計画－実行－評価－改

善）サイクルは、外部評価も含めた各計画

の評価を適切に行い、実施していきます。 

 排外主義が広まっているが、参加と

包摂だけで解決できるのか。 

区民の「自立」を自己責任に帰する

ことなく、若者の参加を促し、地域

住民が「地域家族」といった意識を

持てるようにするには、どのように

すべきか。 

（他3件） 

他者への無理解と排除、若者の不参加、地

域住民にどのように一体感を醸成していく

か、といった課題に対しては、まず、地域

の住民同士が出会い、交流し、お互いを知

ることが重要だと考えています。多世代が

交流する場づくりを、区民の皆さんととも

につくっていきます。 

 「自分らしく暮らせる地域社会」と

「いじめや暴力のない社会」で地域

社会と社会を使い分けた理由は何

か。 

多様性を認め合い、自分らしく暮らせる「地

域社会」を、地域住民とともにつくってい

くことがまず重要です。この取組みを各地

域で積み上げることにより、社会全体でい

じめや暴力の排除を実現します。 

 セーフティネットとは何を指すのか。

相談体制のことか。 

本ビジョンでのセーフティネットは、生活

保護、就労支援などの制度的な支援に加え、

住民同士がつながりをつくり、いざという

時に助け合う地域社会の取組みも含んでい

ます。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

子ども・若
者が住みや
すいまち、
住みたいま
ちをつくる 

学校に警官 OBを常駐させていじめ

を防止するべき。 

世田谷区子ども条例において、いじめの禁

止を掲げ、家庭、地域、学校等の連携のも

といじめ防止を進めてきました。また、平

成25年7月には、いじめ、体罰、虐待など

子どもの権利侵害に対して、子どもの人権

を擁護し、救済を図るための第三者機関を

設置しました。今後も、いじめ防止の取組

みを進めていきます。 

 発達障害児について、医療と学校の

連携、行政の教育相談と保健所の連

携によって互いに無駄を省き、知

識・理解を深める事により早期発

見・早期支援が可能となる。また、

早期発見・早期対応や、教育環境の

充実が必要である。 

（他1件） 

発達障害児へは、教育委員会、保健福祉部、

子ども部、保健所が連携して取り組んでい

きます。 

 障害児の通所施設の充実や、特別支

援学級におけるキャリア教育の実施

など、障害児施策の充実を求める。 

（他3件） 

障害のあるお子さんへの教育環境も含め、

「教育の充実」を図ってまいります。また、

「健康で安心して暮らしていける基盤を確

かなものとする」のビジョンにおいて、障

害者を対象として明確に位置づけました。 

 希望丘中学校の跡地には、産後ケア

センターや青少年施設をつくるなど

の活用をしてはどうか。 

（他1件） 

統合などにより生じた学校跡地活用につい

ては、「学校跡地活用にかかる基本的な考

え方」に基づき、区民の方の意見を伺いな

がら、区として必要な公共施設の整備を検

討してまいります。 

 ひとり親や支援を必要とする家庭で

も子育てしやすい、貧困の連鎖を生

まない体制づくりに実効性のある施

策を求めます。 

（他2件） 

ひとり親や支援を必要とする家庭への子育

て支援については、基本構想を実現するた

めの基本計画をはじめ、子ども計画などの

個別計画において具体的な施策を示してい

きます。 

 「子どもが住みやすいまち」に対し

て心強く感じているが、保育待機児

の早期解消を望む。働きたくても働

けない親がいる。 

（他9件） 

保育サービス待機児解消は喫緊の課題であ

ると考えており、今後も保育施設整備を進

めるとともに、国の子ども・子育て支援法

に基づく子ども計画（第２期）で整備目標

を示して取り組んでまいります。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

子ども・若
者が住みや
すいまち、
住みたいま
ちをつくる 

世田谷区はプレーパーク発祥の地で

あり、地域の力を活かした乳幼児の

子育て支援を進めていってはどうか。 

（他5件） 

プレーパーク、子育てサロン、児童館など

において、地域の協力を得ながら子育て支

援策を進めているところです。 

子ども計画、教育ビジョンにおいても「地

域とともに子どもを育てる」という項目を

設けています。引き続き、地域の力を生か

した子育て支援策を進めていきます。 

 少子高齢化社会に向けて、未来のリ

ーダーである子ども・若者に重点を

おき、子ども・若者に有利な制度を

望む。 

（他15件） 

新たな基本構想の特徴のひとつとして、若

者という視点を明確に位置づけたことがあ

ります。子どもや子どもが育つ環境を支援

するのはもちろんのこと、若者に対する取

組みも明確にしております。 

 新BOPは、学校施設のなかで教育委

員会と子ども部が運営しているが、

連携がうまくいっていないように見

える。二本立てになっている部分を

ひとつにして運営できないか。 

新BOPは、教育委員会と子ども部が共同事

務局として運営している先進的な事業です。

いただいたご意見を参考にして、連携した

運営に努めていきます。 

 区の補助を受け認可保育所が近所に

開設されたが、開設前の約束事が守

られず日々子どもの声の騒音に悩ま

されている。 

新たな認可保育所開設にあたっては、近隣

住民の皆様にご説明するとともに、ご理解

いただけるよう進めております。いただい

たご意見をもとに、運営法人とともに対応

させていただきます。 

 今年から小学校はすべて地域運営学

校になったが、小学校の統廃合が進

められている。こうした動きに地域

はどう対応すればよいのか。 

学校は地域コミュニティの重要な場であり、

災害時には重要な拠点施設でもあります。

その機能を損なうことのないよう、いただ

いたご意見を反映しながら進めていきます。 

 少人数の小中学校は統廃合して、小

クラス学級として環境を充実し、廃

校になった学校は保育園や高齢者施

設など必要な施設に変更したらどう

か。 

（他2件） 

統合などにより生じた学校跡地活用につい

ては、「学校跡地活用にかかる基本的な考

え方」に基づき、区民の方の意見を伺いな

がら、区として必要な公共施設の整備を検

討してまいります。 

 食育は、国任せで良いのか。 「せたがや健康プラン」において、食育を

重点施策として位置づけ、区が中心となっ

て進めております。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

子ども・若
者が住みや
すいまち、
住みたいま
ちをつくる 

小学生以下の児童が公園でキャッチ

ボールやサッカーができるようにし

てほしい。 

公園における子どもの球戯につきましては、

各公園においてルールを決めており、可能

な公園もあります。今後とも、区民のご意

見をいただきながら、使いやすい公園づく

りを進めてまいります。 

 

健康で安心
して暮らし
ていける基
盤を確かな
ものにする 

高齢化社会に備えて、特別養護老人

ホームやグループホームを充実し、

必要とする場合は遅滞なく利用可能

な状態にすることが望ましい。 

（他9件） 

単身高齢者世帯や高齢者のみ世帯が増加し

ていることから、安心して住みなれた地域

で暮らし続けられるよう、地域包括ケアシ

ステムを充実していくとともに、グループ

ホームの整備を促進するなど、高齢者の地

域生活を支えるサービス等を充実していき

ます。 

 今後、経済的弱者が置き去りにされ

ないようにしていほしい。 

（他1件） 

生活保護受給者を含む生活困窮者の増大を

背景に、国による生活困窮者支援が進めら

れています。今後、国の動向を注視しつつ、

区として生活困窮者支援に取り組んでいき

ます。 

 基盤を確かなものにする、という「基

盤」とはなにか。 

（他1件） 

地域で安心して自立した生活を続けるため

の基盤として、住む人の価値観や状態に合

った多様な住まいをはじめ、地域社会に潜

在している資源の発掘や有効活用に努める

ことで、持続可能な地域福祉の展開を図り

福祉サービスの基盤を強化していきます。 

 高齢者の知識や経験と財力を活用す

べきである。高齢化に伴う福祉面（支

出）に眼がいきがちだが、無償でも

働きがいを求める高齢者は多い。 

（他6件） 

元気な高齢者、地域活動団体などから、地

域福祉を支える新たな担い手として人材を

募り地域で育てることで、ともに支え合う

福祉の地域づくりを進めていきます。 

また、公共施設や民間施設、空き家等を地

域で集える活動拠点場所して活用すること

も検討していきます。 

 精神障害者への支援についてホーム

ページ等で分かりやすく周知してほ

しい。 

（他1件） 

「せたがや健康プラン」において、こころ

の健康づくりは重点政策として位置づけて

おり、いただいたご意見につきましては、

検討してまいります。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

健康で安心
して暮らし
ていける基
盤を確かな
ものにする 

希望丘中跡地には、災害時に高齢者、

障害者、乳幼児を抱えた親子などを

対象とした福祉避難所を開設してほ

しい。 

希望丘中跡地においては、一次避難所にお

ける配慮や在宅生活継続のための支援体制

を整備するとともに、自宅や一次避難所で

の生活が困難な方のための二次避難所の整

備、拡充を進めていきます。 

 災害時要援護者対策を強化するとと

もに、医療救護避難所訓練には必ず

医師が参加できるシステムを確立し

てほしい。 

（他4件） 

災害時要援護者支援については、町会・自

治会を中心に関係団体との連携体制整備を

進めていきます。また、医療救護所訓練へ

の医師の参加についても、協力を要請して

いきます。 

 民生委員は欠員が多くなりつつある

ので、社会福祉協議会が任命してい

る地域福祉推進員も活用したらどう

か。 

また、高齢者の見守り体制が大きな

課題となっているので、見守り体制

を推進してほしい。 

（他4件） 

民生委員だけでなく、社会福祉協議会、ボ

ランティア、NPO、事業者、医療機関と連携

するとともに元気な高齢者や地域活動団体

などから地域福祉を支える新たな担い手を

募り、公共サービスだけでは対応すること

が難しい課題に対し、地域住民同士の支え

あいを促進していきます。 

 少子高齢化社会は切実な問題であ

り、社会保障費の増大は考えなけれ

ばならない問題だ。基本構想の確実

な実行を願う。 

（他2件） 

少子高齢化社会における対応は、区として

も大きな課題と認識しています。国におい

ては社会保障と税の一体改革に取り組んで

います。 

基本構想に掲げたように、いつまでも住み

慣れた地域で安心して暮らし続けられるよ

う、区民、事業者、行政の協働による福祉

の地域づくりを進めていきます。 

 住み慣れた土地、家で最期を迎える

ことができる環境を整えることを考

えてほしい。 

（他2件） 

在宅等で安心して療養ができる体制の構築

や、さらなる在宅療養支援の推進のため、

保健・医療・福祉関係者の連携の取組みを

検討していきます。 

 区では様々なイベントや催し物があ

るが、障害者や高齢者の参加が困難

なものが多い。参加しやすいように

考えて欲しい。 

誰もが社会の様々な活動に参画でき、安心

して暮らせるよう、世田谷区ユニバーサル

デザイン推進計画に基づき、誰もが利用し

やすい生活環境の整備を図っていきます。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

健康で安心
して暮らし
ていける基
盤を確かな
ものにする 

高齢者と子ども・若者が集える場を

つくり、様々な世代の人が集うこと

がコミュニティだと思う。 

（他1件） 

誰もが安心して暮らし続けることができる

地域をつくるためには、年齢、性別、国籍、

障害の有無に関わらず、互いの差異や多様

性を認め合うことが重要だと考えます。地

域の交流を通じて様々な人との相互理解を

進め、地域の一員として認め合い、共に生

き、支え合っていくことができる地域づく

りを進めていきます。 

 ノーマライゼーションの考えを明確

にしているのはいいことだが、学校

教育環境の整備が十分ではないと感

じる。学校こそノーマライゼーショ

ンの場として焦点を当て表現してほ

しい。 

（他1件） 

新たな基本構想では、誰もが安心して暮ら

し続けることができる地域をつくるために

は、年齢、性別、国籍、障害の有無に関わ

らず、互いの差異や多様性を認め合うこと

が重要だと考えています。現在、世田谷教

育ビジョンの改定を行っておりますので、

ご提案の趣旨についても検討してまいりま

す。 

 世田谷区でも親が障害のある子ども

を介護や見守りしているケースが少

なからずあると思う。10年後、20

年後にはその親も今より10歳、20

歳高齢化し「親亡き後」の問題はま

すます顕在化してくる。この問題の

解決は急務であり、これが明確に示

されなければ親は死ぬに死ねないの

で、これを課題として捉え具体的な

方策の提言をお願いしたい。 

誰もが住みなれた地域で安心して暮らし続

けられるよう、高齢者･障害者から子ども家

庭、生きづらさを抱えた若者など、支援を

必要とするすべての人が身近な地域で相談

し、適切な支援が受けられる地域包括ケア

システムの構築を目指します。 

また、障害者の地域移行や地域定着を進め

るため、公有地や空き家等の活用により、

障害特性を踏まえた障害者グループホーム

の整備誘導を図ります。 

 健康に対する共通目標を持ち、認知

症予防や介護予防に取り組むべきで

ある。 

（他3件） 

せたがや健康プランでは、『区民が生涯に

わたり健やかでこころ豊かに暮らすことが

できる活力ある地域社会の実現』を基本理

念と定めています。 

これに基づき、認知症をはじめとする介護

予防に、身近な地域で参加できるよう取組

みを進めていきます。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

健康で安心
して暮らし
ていける基
盤を確かな
ものにする 

世田谷区は路上喫煙が多いと感じ

る。歩きタバコによる受動喫煙に困

る状況にあるが、路上喫煙防止条例

制定は難しいだろうか。 

区では、「世田谷区健康づくり推進条例に

基づき、たばこの受動喫煙防止のため、多

くの方が利用する公共的施設や事業所等で

の禁煙、分煙化対策を進めています。 

今後もたばこの害に関する普及・啓発を進

めるとともに、受動喫煙防止対策の拡充に

努めてまいります。 

 

 医療について言及されていない。医

療、介護、自己による予防データが

管理されているのが望ましい。 

（他1件） 

医療については、保健・医療や福祉サービ

スの基盤を確かなものにします、と明記し

ました。 

 

災害に強
く、復元力
を持つまち
をつくる 

災害に強いまちづくりを行うため、

災害時の対応について具体的・効果

的に示してほしい。情報をインター

ネットで公開し、防災訓練を実施す

るなど、災害発生時のシミュレーシ

ョンを実施し、対策を考えることが

必要ではないか。 

（他2件） 

世田谷区では、大地震などの災害による被

害を最小限にとどめるために、地域防災計

画を中心に各種の計画やマニュアルを作成

しています。地域防災計画は区及び防災関

係機関の事前の予防、災害発生後の応急対

策から復旧、復興対策までに関する総合的・

基本的な計画です。この地域防災計画を基

本として生活回復、安定期における区民生

活の復興、再建の支援や区役所業務の復旧

手順を定めた震災復興マニュアルなどを作

成しています。 

また、区民に対する防災知識等の普及啓発

のために、災害時区民行動マニュアル、地

震防災マップの作成や、防災訓練・防災教

室を実施しています。今後もこうした取組

みを続けるともに、情報を効果的にお知ら

せできるよう、普及啓発活動に努めるとと

もに、災害時の対応について引き続き検討

を続けてまいります。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

災害に強
く、復元力
を持つまち
をつくる 

道路や公園の整備は、防災上重要で

ある。 

（他2件） 

道路は都市の骨格を形成し、安全で快適な

区民生活を支える重要な都市基盤であり、

災害時の延焼遅延や避難路・物資輸送路の

確保、ライフラインの収納等多くの役割を

担っています。しかし、道路整備は未だ十

分な状況ではありません。 

また、公園は区民の日常生活にうるおいを

与えるとともに、災害時の一時集合場所や

消防活動の拠点、延焼を防ぐ機能も期待さ

れる大切な都市基盤です。 

財政状況が厳しい中、より効率的な事業執

行に努め、様々な行政課題に対応するよう

整備を進めていきます。 

 スタンドパイプなどを道路や公園に

設置して、区民自身が消火活動をで

きるようにしてほしい。 

（他1件） 

 災害時には、電柱が倒れたり、電線

が切れたら危険であるため、電柱を

地中化してほしい。 

（他2件） 

区では現在、平成21年に策定した「電線類

地中化整備5ヵ年計画」に基づき、電線類

の地中化（無電柱化）に取り組んでいます。

この計画では、整備対象路線を主に地区幹

線道路や主要生活道路で歩道幅員が2.5m以

上確保できる路線としており、道路の新設・

拡幅などの整備に併せて、電線類地中化整

備を実施しております。 

また幅の狭い道路については、輻輳してい

るガスや上下水道などの既設埋設物の整理

や電線類地中化のための地下埋設物及び地

上に設置する変圧器等の機器類のより一層

のコンパクト化や設置方法などの技術的な

検討課題も多いのが実情です。引き続き、

計画に基づき電線類の地中化整備を推進し

ていきます。 

 老朽化マンションへの耐震化対策が

必要である。 

旧耐震基準のマンションについては、耐震

改修促進計画で重点的に取り組むべき建築

物として位置づけ、耐震化に対する普及啓

発を行うとともに、建物所有者への指示・

指導、耐震化に対する支援策として耐震診

断助成や耐震改修工事助成などの支援を行

っています。災害に強いまちづくりに向け

て、引き続き取り組んでまいります。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

災害に強
く、復元力
を持つまち
をつくる 

地震に伴う火災の被害を最小限に食

い止めるために、木造密集地域の防

災力の向上が必要である。 

（他2件） 

震災時の火災延焼防止を主な目的として、

特に木造住宅密集地域において道路等の都

市施設を骨格とした防災生活圏、及びミニ

防災生活圏形成のため整備を進めています。

また併せて建築物の不燃化の取組みも推進

しており、引き続き取り組んでまいります。 

 

 京王線立体化事業が災害に強いまち

とどのように結びつくのか、わから

ない。 

連続立体交差事業により開かずの踏切を除

却し、交通渋滞や踏切事故、鉄道による地

域分断を解消するとともに、都市計画道路

や駅前広場の整備により、交通結節機能の

向上や防災機能の強化、あわせて、沿線各

駅の街づくり計画を整備し、安全・安心か

つ魅力ある駅周辺街づくりの整備に努めて

まいります。 

 

 ブロック塀は危険であるため、みど

りの垣根の設置を推進すれば、風通

しがよくなり防災力の向上にもつな

がる。 

みどり豊かな環境を確保するとともに、安

全で潤いとやすらぎのあるまちづくりに役

立てるため、生垣をつくる場合には、緑化

助成制度があり助成金を交付しています。

今後もこのような制度を活用しながら、ま

ちの方と相談しながら進めていきます。 

 災害時に助け合うためには、日頃か

ら近隣住民とコミュニケーションを

とり、つながりを持つことが必要で

ある。 

（他2件） 

災害による被害が同時多発的かつ広範囲的

に発生すると、区や行政機関による公助で

全て対応することは困難です。このことか

ら、町会・自治会等が中心となる防災区民

組織による活動が重要になります。区は今

後とも地域コミュニティの活性化を図るた

め、具体的な方策を検討していきます。町

会・自治会への防災研修の際には関係団体

との連携を図りながら、体制の整備を進め

ていきます。 

 町会に加入していない区民向けに防

災・減災を学習する機会が必要では

ないのか。 

 震災後にカセットコンロで生活しな

ければならないような、買物難民・

エネルギー難民や、防災無線の放送

が聞こえないなどにより、情報難民

となる人が発生しないようにしてほ

しい。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

災害に強
く、復元力
を持つまち
をつくる 

小学校や中学校は避難所として地域

の防災拠点であるのに、統廃合をす

ると避難所がなくなってしまうので

はないか。跡地は、災害時に使える

施設として活用してほしい。 

（他3件） 

統合などにより生じた学校跡地活用につい

ては、「学校跡地活用にかかる基本的な考

え方」に基づき、区民の方の意見を伺いな

がら、区として必要な公共施設の整備を検

討してまいります。 

検討にあたっては、これまで避難所であっ

たことを踏まえ、その機能を維持してまい

ります。 

 災害時要援護者対策は非常に重要で

ある。しかし、避難所にどのように

受け入れるのかなどの具体的な基準

がわからないため、区で示してほし

い。 

（他3件） 

災害時要援護者支援については、町会・自

治会を中心に関係団体との連携体制整備を

進めていきます。 

避難方法については、危険回避のために一

時的に様子を見る一時集合所、火災から身

を守るための広域避難場所、自宅が倒壊な

どにより自宅での生活ができない場合に一

時的に生活するための施設としての避難所

の３つの形態があります。この内容につい

ては、災害時区民行動マニュアルに掲載し

て周知しております。 

 ペットの防災対策はどのようなもの

があるのか、東京都や全国に向けて

動物防災モデル地区になればよい。 

災害時には、負傷または放し飼い状態の動

物が多数生じるとともに、多くのペットが

飼い主とともに避難所に避難してくること

が予想されます。区は動物愛護の観点及び

放し飼い状態の動物による区民への危害発

生を防ぐため、災害への備えの普及啓発及

び動物救護体制の整備を行っています。ま

た、避難所でのペット同行避難の受け入れ

体制整備にも取り組んでおり、一部の避難

所では同行避難訓練メニューを取り入れた

訓練を実施しております。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

災害に強
く、復元力
を持つまち
をつくる 

災害への対応は区民に働きかけるだ

けではなく、区も積極的に取り組ん

でほしい。震災に対応する部署をつ

くり、他の部署から同じ情報が発信

されることのないように、連携を密

にしてほしい。出張所の防災担当の

係長を職員住宅に住まわせ、区内在

住の職員をつくってほしい。 

（他2件） 

災害発生時には、区職員は非常配備体制を

敷き迅速な対応ができるよう、あらかじめ

役割分担がされており、日頃より無線通信

や訓練等を実施しています。また、災害時

は優先すべき通常業務を続けた上で、迅速

な復旧・復興のため災害対策業務に従事す

るよう計画されております。災害時に迅速

な対応が出来るよう今後も訓練を続けてま

いります。 

 

 原発災害についての情報や避難につ

いて、具体的にしてほしい。 

（他1件） 

国、都及び関係各機関、周辺自治体等との

連携体制を確立し、放射性物質の運搬中の

事故及び放射性物質による広域的災害が発

生し、又は発生のおそれがあることを知っ

た場合は、直ちに防災行政無線、広報車、

エリアメール等を活用し、区民に情報を提

供を行い、必要な措置を講じてまいります。 

 

 東日本大震災の日、北沢地域は帰宅

困難者がどんどん増えていった。世

田谷区の状況はどうだったのか、１

回検証してほしい。 

帰宅困難者という課題も含めて、東日本大

震災のときに何が起こったかということは、

検証を続けてまいります。 

 基本構想（素案）の九つのビジョン

に書かれている「災害など何かあっ

てもしなやかに、そしてすみやかに

立ち直れるまち」の「しなやかに立

ち直る」とはどのようなイメージか。 

 

何かあっても被害をできるだけ少なくして、

すみやかに立ち直れるよう、生活の基盤を

一つのしくみに依存しすぎず、多様性やつ

ながりを大切にするまちづくりを進めます。 

 人口が集中しすぎていると、災害時

に対応しきれないのではないか。友

好都市への移住など、人口分散の方

法を検討をするべきではないか。 

区は、特別区、調布市、狛江市、川場村、

熊谷市、つくば市と災害時の相互応援協力

協定を締結しています。東日本大震災では、

自治体間の相互応援協定により迅速な支援

が行われた事例が複数報告されています。 

大規模災害時における応急処置等が迅速か

つ円滑に遂行できると期待されます。 

今後は、さらに相互応援のあり方を検討し、

協定締結を進めていきます。 

 



19 
 

該当項目 意見概要 区の考え方 

災害に強
く、復元力
を持つまち
をつくる 

地籍調査ができれば、地域の精細な

図面ができ、防災にも活用できるの

ではないか 

地籍調査が完結することで土地の筆界が明

確となり、防災への契機となるというご意

見は重要であると考えます。地籍調査の早

期完了に向け効率的・効果的に調査を進め

てまいります。 

 大震災のときには、東急田園都市線

の地下の区間は危険ではないのか。

スピードを下げて走ってほしい。 

いただいたご意見は、鉄道事業者に申し伝

えます。 

 防災対策や洪水対策をしなくてもよ

いまちにすればよいのではないか。 

何かあっても被害をできるだけ少なくして、

すぐに立ち直れるよう、生活の基盤を一つ

のしくみに依存しすぎず、多様性やつなが

りを大切にするまちづくりを進めます。 

 災害に強いまちだけではなく、犯罪

の抑制や交通事故などを削減し、安

全のために具体的な施策に取り組ん

でほしい。 

区としても、安全安心パトロールや地域防

犯リーダー・活動団体への支援、防犯カメ

ラの整備助成などを通じて犯罪の抑制に努

めるとともに、道路環境整備や、セーフテ

ィドライブの推進をはじめ交通安全啓発を

進めることにより、安全安心なまちづくり

に取り組んでまいります。 

 風水や科学技術を取り入れた安全な

区にしてほしい。 

いただいたご意見は、今後の区政運営の参

考としていきます。 

 災害時の要援護者の支援で区と協定

を結んでいるが、支援すべき人の把

握が進まない。個人情報保護法の壁

を越え、要援護者の支援を進める方

法をどのように考えているか。 

災害時要援護者への支援を進める上では、

地域住民同士のつながりや関係団体との連

携が大切です。また、今回の災害対策基本

法の改正により災害時には第三者へ区が保

有する要援護者の情報を開示し、安否確認

等を行うことが可能になりました。引き続

き、災害時要援護者支援、コミュニティ活

性化支援の充実に取り組んでまいります。 

環境に配慮
したまちを
つくる 

PPSや太陽光パネル、清掃工場を発

電所にするなど、多様な手法により

エネルギーの地産地消に取り組むべ

きである。 

（他5件） 

新たな基本構想の特徴の一つとして、エネ

ルギーに着目していることがあげられます。 

環境・エネルギー政策等の具体的な施策に

ついては、基本構想を実現するための基本

計画や個別計画で具体的に示していきます。 

 基本構想に脱原発をうたい、環境・

エネルギー政策の具体的な計画を作

成するべきである。 

（他1件） 

国のエネルギー政策の動向を踏まえ、環境・

エネルギー政策等の具体的な施策について

は、基本構想を実現するための基本計画や

個別計画で具体的に示していきます。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

環境に配慮
したまちを
つくる 

みどりのオアシスである公園をもっ

と増やしていくべきだ。 

公園緑地は、みずとみどりの拠点となるも

のであることから、公園緑地の整備を進め

ていきます。 

 生垣が減って、野鳥の数が激減して

いる。生垣を復活できるように区が

助成し、みどりを保全できないか。 

（他1件） 

生垣造成については、接道部緑化助成度に

より、新たに造成する場合や植栽する場合

に助成を行っています。利用が広がるよう

に周知をしていきます。 

 京王線立体化事業は、全面地下化し

て現在の軌道をみどりの遊歩道等に

緑化すれば、多くのみどりが生まれ、

災害時には延焼遮断帯や避難道路に

なるのではないか。 

（他2件） 

京王電鉄京王線については、高架構造によ

る在来線の連続立体交差化と地下構造によ

る複々線化が既に都市計画決定されており、

現在は連続立体交差事業の実施に向けた取

組みが進められています。 

連続立体交差事業により開かずの踏切を除

却し、交通渋滞や踏切事故、鉄道による地

域分断を解消するとともに、都市計画道路

や駅前広場の整備により、交通結節機能の

向上や防災機能の強化、あわせて、沿線各

駅の街づくり計画を整備し、安全・安心か

つ魅力ある駅周辺街づくりの整備に努めて

まいります。 

 東京都は、外環道路の沿道に大規模

な産業立地を考えているようだが、

世田谷区のみどりの保全と相容れな

いのではないのか。 

(他1件) 

みどりの基本条例、みどりの計画書などに

よる緑化指導を進め、「みどり33」の達成

に向け取り組んでいきます。 

 人は、生物であるということの意識

を子どもの頃から持つことができる

環境づくりと、外来種を阻止するこ

とが必要である。そのために、子ど

もには、現場・現物を見せることが

できる環境をつくることで効果がで

るのではないか。 

学校教育においても、自然環境についての

取組みを進めていきます。具体的な取組み

は、基本構想を実現する基本計画や個別計

画で示していきます。 

 野鳥や蝶々が区内に何種類、どのく

らいいるのか、というようなことを

列挙すれば、基本構想への関心は深

まるのではないか。 

いただいたご意見は、今後の区政運営の参

考としていきます。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

環境に配慮
したまちを
つくる 

地籍調査をもとに地域の精細な図面

を作り、土地上の構造物が明らかに

なれば、緑化等に寄与するのではな

いか。 

地籍調査が完結することで土地の筆界が明

確となり、環境に配慮する契機になるとい

うご意見は重要であると考えます。いただ

いたご意見は、今後の区政運営の参考とし

ていきます。 

 

 

 

 区民は自分達の住む環境が自らの意

思で決定できるとは思っていない。

まずこれを解決しないと、区民は自

らのものとして積極的に動かないの

ではないか。 

 

 

 

基本構想では、住民自治の確立を目指して

います。ご指摘のように環境問題など身近

な課題の解決に主体的に取り組んでいただ

けるよう支援してまいります。 

 基本構想で抜けているのは、「静け

さ」ではないか。みずやみどりがい

くらあっても、騒音の中では、台無

しである。環境に適した治安対策を

とってほしい。 

多くの人が暮らす住宅都市と発展した世田

谷区では、さまざまな場面で騒音が想定さ

れます。また、安全で安心なくらしは世田

谷区の目指す姿でもあることから、いただ

いたご意見を今後の区政運営の参考にさせ

ていただきます。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

環境に配慮
したまちを
つくる 

「ごみ屋敷」的なものは、環境衛生・

防災の面から撤去を勧告する条例を

つくるべきだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちの環境美化について、区・区民・事業

者等の責務を明らかにするとともに、空き

缶等及び吸い殻等の散乱の防止その他の必

要な事項を定めることにより、清潔できれ

いなまちづくりを推進するため、区内全域

でポイ捨てと落書きを禁止する『世田谷区

ポイ捨て防止等に関する条例』を平成9年

10月に制定・公布し、平成10年4月に施行

しました。 

この条例は、空き缶・たばこの吸い殻等の

放置・投げ捨てといったいわゆる「ポイ捨

て」に加え、立看板等、犬のふんの不始末

及び落書き行為も対象としています。なお、

まちをきれいにするという目的に合致する

「あき地の管理の適正化に関する条例」を

統合しました。 

この条例に基づき、区の環境美化に努めて

いきます。 

なお、清掃事務所では対話方式による「ふ

れあい指導」を行っており、ごみ出しマナ

ーの悪いごみ集積所においては、重点的に

適正排出の徹底に向けた指導に取り組んで

います。また、町会等や小学生等を対象に

した「環境学習」を通じて、ごみの減量・

適正排出の普及啓発にも努めています。 

 

 道路にごみが捨てられていたり、ご

み出しのマナーが悪い。ルールをき

ちんと守り、ごみを減らし、きれい

な街にしてほしい。 

（他2件） 

 

 

 タバコの吸殻が路上でよく目につく。

路上喫煙の禁止を検討してほしい。 

（他1件） 

ポイ捨ての大きな原因の一つは「歩きたば

こ」です。「歩きたばこ」は、周囲の人に

不快感を与えるのみならず、衣服を焦がし

たり、やけどなど人への危険性が大きいと

考えられます。実際に、「歩きたばこ」の

危険性を訴える多くの苦情が、区に寄せら

れています。そこで、区では、まちの環境

美化と区民の安全の確保を図ることを目的

に、平成 16年4月に 「世田谷区ポイ捨て

防止等に関する条例」を改正し、「歩きた

ばこ」をやめることを努力義務として規定

するとともに、路上禁煙地区を指定できる

ようにしました。これに基づき、取組みを

進めていきます。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

環境に配慮
したまちを
つくる 

カラスやハクビシンを駆除してほし

い。 

（他1件) 

繁殖期において、カラスが攻撃するなど危

害を加える場所の巣の撤去や、ヒナの捕獲

を「緊急対応事業」として行っています。 ま

た、世田谷保健所では、暮らしにおける衛

生に関する動物駆除のご相談を受けていま

す。これに基づき取組みを進めていきます。 

地域を支え
る産業を育
み、職住近
接が可能な
まちにする 

高齢者雇用を推進するべきである。

高齢者が働きやすい仕事や環境をつ

くることが必要である。高齢者のス

キルをデータベースに登録するなど、 

（他2件） 

一人ひとりがライフステージに沿って居場

所や役割を見出し、活躍できるようにする

ことが大切です。少子高齢化に伴う人口構

成比の変化は、世田谷区にとっても大きな

課題です。高齢者の方にも生きがいをもっ

て社会の担い手として働いていただけるよ

う、シルバー人材センターや、産業振興公

社などと連携をして、雇用機会を拡充して

まいります。 

 高齢者が増えているため、老人ホー

ムなど高齢者施設をつくれば、雇用

も生まれるのでないか。 

少子高齢化に伴い、高齢者サービスの需要

は伸びています。高齢者施設に限らず、雇

用が生まれるような事業者支援を進めてい

きます。 

 家庭で仕事ができれば、通勤時間や

エネルギーの無駄を省くことができ

るのではないか。 

基本構想では、ソーシャルビジネスなどに

よって、多様な働き方ができる職住近接が

可能なまちを目指しています。 

 ワーク・ライフ・バランスの対策を

取るべきである。職住近接として、

まずは区の職員が区内に住めばよい

のではないか。 

仕事と家庭生活、地域生活の調和を図るこ

とは、自治の確立のためにも重要だと考え

ます。区では、男女共同参画プラン調整計

画、ワーク・ライフ・バランス推進指針な

どに基づき、ワーク・ライフ・バランスの

推進に努めていきます。 

 買物がしづらくなっている。人間ら

しい人と人との触れ合いがなくなっ

ているのではないか。 

人と人との触れ合いのなかで買い物が可能

な商店街など、地域を支える産業を育成し

ていきます。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

地域を支え
る産業を育
み、職住近
接が可能な
まちにする 

農業振興の具体策が見えない。農業

の後継者が不足しており、畑が売ら

れ、マンションが建ち、みどりが失

われている。農業に地域でかかわる

取組み等が必要ではないか。 

（他4件） 

世田谷区の特徴として、食の地産地消を可

能とする農地の存在があります。農地を始

めとするみどりの減少を防ぐため、「みど

り33」の取組みはもちろんのこと、地域を

支える産業のひとつである農業振興も進め

ていきます。 

 

 区内事業者の位置付けを明確にし、

「区内で事業活動を行う事業者は、

この基本構想の理念と目標を尊重

し、地域貢献及びCSRの観点も踏ま

えて区政に協力するべきである」な

どとするべきである。 

 

基本構想は、区民、事業者、行政の今後20

年間の公共的指針です。区内事業者の皆さ

んにも周知し、共に進めてまいります。 

 基本構想（素案）の九つのビジョン

に書かれている、「各分野で世田谷

ブランドを創造し、区内外に伝えま

す。」の主語は何か。世田谷区が直

接ブランドを創造するということを

意味しているのか。 

「世田谷ブランド」とは、ブランドを創設

するものではなく、「世田谷発の世田谷ら

しいもの」であり、区が直接創造するもの

ではありません。地域を支える産業や区内

NPO、大学により創設され、普及されるもの

だと考えています。 

 

 世田谷の特産品を作ったり、区外の

人が来るような催事や行事をつくれ

ばよいのではないか。 

世田谷区で生産された農産物は「せたがや

そだち」として区内催事や区内直売所など

で販売されています。区内では野菜だけで

なく、玉電をモチーフにしたお菓子なども

あります。区民まつりやせたがや未来博な

どでも販売されています。今後もPRに努め

ていきます。 

 

 住民税の「最低税率額保証」などを

アピールしたら、世田谷区の価値は

上がるのではないか。 

 

 

 

いただいたご意見は、今後の区政運営の参

考にさせていただきます。 



25 
 

該当項目 意見概要 区の考え方 

文化・芸術･
スポーツの
活動をサポ
ート。発信
する 

街の成熟とは文化を感じることで、

文化や歴史がないと表層的で軽薄な

街になるのではないか。 

世田谷には、古墳や伝統的建築物など、数

多くの歴史的文化財が残されています。ま

た、世田谷美術館や世田谷文学館のほか、

民間の文化施設も数多く存在し、区民が身

近に文化・芸術にふれることができる環境

があります。さらに、区内では、区民によ

る様々な文化・芸術活動が活発に行われて

います。 

こうしたことから、基本構想では、九つの

ビジョンの一つとして掲げました。 

具体的な取組みは、基本構想を実現する基

本計画や個別計画で示していきます。 

 欧州一の文化都市ワイマールのよう

な、「文化都市を目指す」などの指

標がないと、検証できないのではな

いか。 

 文化・芸術・スポーツ施設等を新規

でつくることはやめてほしい。支援

は、財政的な問題から、また、多様

な区民の意向から、優先度は低いの

ではないか。現在行われている内容

をインターネットを使って公開し、

利用や参加できるようにすればよい

のではないか。世田谷市民大学の講

座を生かせばよいのではないか。 

（他1件） 

区の財政状況を踏まえ、既存施設の活用を

図るとともに、民間や大学と連携し、多様

な機会の確保と情報提供に努めてまいりま

す。 

 文化・芸術・スポーツに関する講座

やイベントは、世田谷区内の各所で

さまざまなものが実施されており、

継続していけばよいのではないか。

特に、若い働き世代が夜間に参加出

来る区民参加型の教室（スポーツ、

カルチャー）や、世田谷区内の各大

学と連携し、打合せスペースを提供

したり課外講座を充実すればよいの

ではないか。 

（他2件） 

ご意見のとおり、文化・芸術・スポーツに

関する講座やイベントは、区が実施してい

るものだけではなく、大学などの民間で行

っているものなど、数多くあります。多様

なライフスタイルにあわせて参加しやすい

ように、いただいたご意見は、今後の区政

運営の参考とします。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

文化・芸術･
スポーツの
活動をサポ
ート。発信
する 

世田谷美術館を更に拡大し、区民が

参加出来る美術大学や大学院を設置

したらよいのではないか。 

世田谷区内には、世田谷美術館やその分館、

世田谷文学館、世田谷パブリックシアター

ほか、民間の美術館等の文化施設など、多

彩で豊富な文化資源がありますが、十分に

知られ、活用されているとはいえない状況

にあります。区内外から気軽に足を運んで

いただけるよう、情報発信や交通の利便性

を高めるなど工夫してまいります。 

 世田谷美術館分館は来館者が少ない

ため、世田谷美術館だけでよいので

はないか。 

 文化振興のために、コンサートホー

ルなど音楽施設を充実したり、子育

て中の女性でも気軽に参加できる音

楽イベントの開催、世代を超えて参

加できるコミュニティ合唱団の設置

などを要望する。 

（他4件） 

文化芸術活動ができる場の整備や、区内に

多数存在する、文化・芸術活動団体同士の

相互交流やネットワークづくりを支援し、

情報発信に努めるとともに、参加しやすい

ように工夫してまいります。 

 

 

 スポーツ振興に力を入れてほしい。

キャッチボールやサッカーの練習が

できるなど、普段の遊びの中でスポ

ーツの裾野が広く育つような環境に

してほしい。 

（他4件） 

スポーツは、生涯にわたり心身ともに健康

で文化的な生活を営むために不可欠なもの

です。スポーツ活動を推進し、健康増進や

体力向上、地域コミュニティの活性化を図

ってまいります。 

スポーツ基本法を踏まえ、子どもや高齢者、

障害者等、ライフステージに応じて誰もが

気軽にスポーツを楽しめる機会をつくり、

身近な地域での場の確保・整備に取り組ん

でまいります。 

 

 

 図書館を充実してほしい。インター

ネットで本の予約ができるから、窓

口だけでも増やしてほしい。 

学校図書館の環境整備をすすめるべ

きである。 

（他2件） 

知と学びと文化の情報拠点として、区民ニ

ーズや社会状況の変化に対応できる図書館

ネットワークや運営体制を整備し、電子化

への対応に取り組むとともに、来館困難者

を含む図書館未利用者のニーズなども踏ま

え、図書館を充実していきます。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

文化・芸術･
スポーツの
活動をサポ
ート。発信
する 

日本の伝統文化を生かすことで、日

本人の育成に寄与するのではないか。

「世田谷伝統文化総合館」の創設や、

伝統工芸員といった世田谷独自の制

度等があれば、広がっていくのでは

ないか。 

（他1件） 

世田谷区に古くから伝わる祭礼や行事など

の伝統文化や、生活の中で代々伝えられて

きた文化を将来の世代へ伝えていくため、

郷土の歴史や文化に関する啓発を推進しま

す。 

また、用語については、今後個別計画との

整合を図りながら検討してまいります。 

 基本構想（素案）の九つのビジョン

に書かれている、「いまも残る世田

谷の伝統行事や昔ながらの生活文化

も将来の世代に引き継ぎます。」の

伝統行事、生活文化、基本計画（検

討状況）の留意事項に書かれている、

「いまも残る世田谷の地域文化や文

化財の魅力を発信し、伝統文化の将

来の担い手を育成します。」の地域

文化、伝統文化の事例には何がある

のか、また、用語を使い分けている

理由は何か。 

より住みや
すく歩いて
楽しいまち
にする 

古い都市計画で着工されないままと

なっているものは、時代にそぐわな

いのではないか。遅れている都市計

画は、新たな基本構想により見なお

すことを明記するべきである。 

都市計画の決定は区市町村が中心となりま

すが、広域的・根幹的な都市計画について

は都道府県が決定しています。都市計画に

ついては、社会経済状況の変化とともに都

市計画に求められる継続性・安定性等も勘

案し、東京都、関連区市と連携を図りなが

ら、適時適切に検討してまいります。 

 世田谷区は住みたい区の上位にあり

魅力ある区であるが、区内各地域と

も均一的であり、特徴がない。商業

の街、自然と共生する街、住の街、

ビジネスの街等、各地域に特徴を持

たせた街づくりが必要ではないか。 

区内の５つの地域や、にぎわいとしての生

活拠点、環境保全・みどりの拠点等、地域

特性にあわせた街づくりを進めてまいりま

す。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

より住みや
すく歩いて
楽しいまち
にする 

世田谷区内を移動する際の交通手段

は、東西に電車が走っているが南北

になく、十分に整っているとはいえ

ない。交通手段には、徒歩、自転車、

バス、鉄道、タクシー等、多種の手

段があり、それらを生活と結びつけ、

データに基づき改善するべきである。

エイトライナーの実現を望む。 

（他10件） 

公共交通不便地域の解消や南北交通の強

化、高齢社会における地域間の移動の利便

性の向上を図るため、地域に密着したバス

路線網の整備に努め、コミュニティバスを

導入してきました。 

今後とも、道路整備状況や事業採算性を考

慮しながら、バス事業者と連携してバス交

通サービスの充実に取り組むとともに、総

合的に交通環境を整備してまいります。主

要な鉄道駅には駅前交通広場の整備を進め

ており、南北交通を含む交通結節機能の強

化が図れるよう取り組んでおります。 

エイトライナー構想については、環７を活

用したメトロセブン構想と合わせ、区部周

辺部環状公共交通として整備について検討

を行っております。 

 交通が不便な地域に、地域のミニバ

スや区役所を結ぶ循環バスを走らせ

るなど、区が支援してほしい。 

（他2件） 

 70歳を越えた高齢者に格安でバス券

を発行してほしい。 

（他1件） 

満70歳以上の方は、都バス、都電、都営地

下鉄と都内の民営バスを利用できる「東京

都シルバーパス」の発行を受けることがで

きます。所得要件により自己負担がありま

すが、そちらのご利用をお願いいたします。 

 自転車の走行マナーが悪く、安心し

て歩くことができない。規制を強め

たり、歩道に自転車が走らないよう

に自転車道を整備してほしい。 

(他4件) 

区では平成24年４月に世田谷区民自転車利

用憲章を制定し、ルールの遵守とマナーの

向上を中心に、自転車安全利用の啓発に努

めています。今後とも、警察署や区民、事

業者との協働により、引き続き取組みを進

めてまいります。 

自転車環境については、国道及び都道の管

理者に対して自転車走行空間の整備要請を

行っています。また、区道は狭隘な道路が

多いため、既存の道路空間を活用した自転

車走行環境整備を行っています。今後も道

路の状況に応じ、自転車専用レーンを含む、

世田谷区に相応しい自転車走行の環境整備

に努めていきます。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

より住みや
すく歩いて
楽しいまち
にする 

駅周辺の放置自転車は危険であるた

め、放置自転車のゼロを目指し、駐

輪場を大幅に増設してほしい。 

駐輪場については、区立をはじめ、鉄道事

業者等の民間事業者による整備が進んだこ

とに伴い、放置自転車は大幅に減少いたし

ました。今後とも自転車利用者の駐輪場へ

の誘導や放置自転車の定期的な撤去活動を

行うとともに、駐輪場の不足している駅に

ついては、鉄道事業者等の協力も得ながら、

整備に努めてまいります。 

 京王線の踏切を解消してほしい。時

間的なロスがあったり、歩行者・自

転車・自動車で混雑し危険な場所が

ある。 

（他1件） 

京王電鉄京王線については、連続立体交差

事業の実施に向けた取組みが進められてい

ます。 

事業の実施にあたっては、区として地域の

皆様の声を事業者に伝えていくとともに、

一日も早い「開かずの踏み切り」の解消と

安全・安心の沿線街づくりを、東京都や鉄

道事業者と連携しながら進めてまいります。 

 京王線の連続立体交差事業にあわせ

て、千歳烏山に特急が停車するよう

にしてほしい。 

 京王線連続立体交差事業は、地下化

にすることはできないのか。 

（他2件） 

京王電鉄京王線については、高架構造によ

る在来線の連続立体交差化と地下構造によ

る複々線化が既に都市計画決定されており、

現在は連続立体交差事業の実施に向けた取

組みが進められています。 

道路と鉄道を連続立体交差化することによ

り、地域生活に大きな影響を与えている全

ての踏切を除去して、慢性的な交通渋滞、

歩行者交通の阻害、地域の消防活動や救急

活動の支障、踏切事故の発生などを解消し、

道路と鉄道の安全性を向上させるとともに、

これまで鉄道により隔てられていた地域が

一体化され、安全で快適な街づくりが図ら

れます。 

 京王線連続立体交差事業をやめてほ

しい。この工事が基本構想の「より

住みやすく歩いて楽しい」とどう積

極的に関係するのか理解できない。 

 大井町線の踏切を解消してほしい。 

（他2件） 

踏切については、交通渋滞の発生、地域の

分断、踏切事故など様々な問題を抱えてお

り、区としては関係機関と連携して将来的

に踏切の解消が図れるよう取り組んでまい

ります。 

 東急世田谷線を廃止し、その跡地に

バスを通してはどうか。 

東急世田谷線は、１日平均10万人を超える

利用があり、区内における重要な公共交通

機関であると認識しております。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

より住みや
すく歩いて
楽しいまち
にする 

道路が狭いところが多い。住宅の建

設にあたっては、十分な道路を確保

する必要がある。 

（他2件） 

区内の道路整備は未だ十分な状況ではなく、

今後大幅な人口の増加が見込めない中でも、

高齢社会への対応として新たなバス路線を

導入するための道路や歩きやすい歩道の整

備、災害対策として延焼遮断帯となる道路、

避難路や支援物資の輸送路の整備などは重

要な課題であると認識しています。 

財政状況が厳しい中、より効率的な事業執

行に努め、様々な行政課題に対応する道路

整備を進めていきます。 

 区の道路整備計画はどうなっている

のか。都市計画道路等、道路整備率

が低い状況の中で、区としてどのよ

うに整備していくのか、十分に説明

するべきである。 

（他4件） 

 玉川台一丁目瀬田交差点は、交通量

が多く、車の音が激しい。 

いただいたご意見は、道路を管理している

国や東京都など関係機関にお伝えしてまい

ります。 

 小さな路地でも法定速度を守らない

運転手が多くいるため、危険な通学

路は見直してほしい。 

引き続き、通学路の環境整備に努めてまい

ります。 

 砧総合支所の前や二子玉川の交差点

に音響付信号を設置してほしい。 

いただいたご意見は、関係機関に要望して

まいります。 

 セットバックをしていないところが

あるため、監視を強める必要がある。 

（他1件） 

二項道路（幅員4m未満の道路）のセットバ

ック違反については、建築工事等に伴って

指導を行っています。個別に二項道路のセ

ットバックを行わずに工事を行っていると

いう案件については、引き続き、情報把握

に努め、適正な指導を行っていきます。 

 道路隅切りも法的に規則にしてほし

い。震災のときに車が通行しやすく

するために、区民の協力が必要であ

る。 

幅員がそれぞれ６ｍ未満の道路が交わる角

敷地に建築する場合、東京都建築安全条例

で、原則として底辺２ｍの隅切りが義務づ

けられています。また、塀等の撤去に対す

る助成金や隅切り等の寄付に対する奨励金

の交付も行っています。引き続き、事業の

促進に努めていきます。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

より住みや
すく歩いて
楽しいまち
にする 

歩行者が安全に安心して歩けるよう

に、歩道に街路樹を植えたり、高齢

者が休めるベンチを設置するなど、

気軽に挨拶ができる環境をつくって

ほしい。緑道を散歩道として整備し、

高齢者の生活の生きがいや活動の場

として利用すれば、元気な高齢者が

増え、医療費を節減できるのではな

いか。 

（他9件） 

安全に安心して歩ける歩行空間として、憩

いの場として活用していただけるように、

歩行環境や緑道などを整備してまいります。 

 東京都は、外環道路の沿道に大規模

な産業立地を考えているようだが、

世田谷区のみどりの保全と相容れな

いのではないのか。区と相反する国

や東京都の開発構想にどのように対

応するのか。 

外環道の整備は、都心に流入する通過交通

を分散させることにより、交通渋滞を解消

するとともに、環境面でのCO2削減や災害

時の迅速な復旧活動への役割などの効果が

期待できるものと認識しております。 

区としては、周辺地区の環境やまちづくり

への十分な配慮と、地域住民への丁寧な情

報提供を続けるよう、引き続き、国や東京

都に必要な働きかけを行ってまいります。 

 古い家の改築助成をしてほしい。 区では、耐震改修に伴う様々な助成を行っ

ています。いただいたご意見は、今後の区

政運営の参考とします。 

 土地の細分化が進み、狭小な住宅が

次々と建てられ、住宅地が超密集化

しており、ファミリー層のためのマ

ンション建設もすすんでいる。住宅

総量の増加抑制を検討し、条例等で

の規制や、災害時に必要なオープン

スペースを確保してほしい。 

（他13件） 

小規模宅地開発や農地の相続発生により、

宅地の細分化やマンション建設がすすんで

います。 

各種法令や計画にもとづく届出により、一

定の基準は設けておりますが、一方、税制

の問題で敷地や建物を維持できない現状が

あります。 

今後も、住環境の維持を目指し、新たな都

市計画の規制の導入に向けて取り組んでま

いります。 

 周辺地域環境が特に悪化するような

ことのない一般住宅においては、容

積率を緩和してほしい。 

いただいたご意見は、今後の区政運営の参

考としていきます。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

より住みや
すく歩いて
楽しいまち
にする 

下北沢駅周辺の地下化された地上部

分の跡地利用について、広場として

の場所、商業施設としての場所、こ

の調和を探ることはできないのか。 

（他1件） 

下北沢駅周辺全体の街づくりとして、地区

計画により、下北沢の従来の魅力である歩

いて楽しめる賑わいのある街づくりを推進

します。また、都市計画道路や交通広場は、

防災やユニバーサルデザイン等に配慮し、

多くの来街者が訪れる駅として、必要とな

る交通結節機能の確保を進めていきます。 

 二子玉川東地区再開発によるビル風

は危険である。 

区は、専門的・客観的な意見や提案を取り

入れて、対策を進めることを目的として専

門家会議を設置しました。専門家会議では

今後、現地での風速等の観測結果などを踏

まえ検討を行い、区は検討の結果・提案を

事業者との協議・要請に生かしていきます。 

 新たな基本構想の九つのビジョンの

中に、「美しいまちの実現」を入れ

てほしい。美観を損なわない区を目

指してほしい。 

（他2件） 

基本構想では、「より住みやすく、歩いて

楽しいまちにする」の中で、「風景を守り」

「都市をデザインする」と掲げています。

区では、風景づくり条例や風景づくり計画

に基づき、区民、事業者、区が協働し、地

域の個性あふれる世田谷らしい風景を守り、

育て、つくる風景づくり活動に取り組んで

います。 

今後とも、みずとみどりあふれる魅力的な

都市空間となるように、秩序ある景観のそ

ろった街並みの形成をめざし、取組みを進

めてまいります。 

 公園を整備して、トイレ、ベンチ、

簡単なストレッチ器具等を置いてほ

しい。 

公園緑地は、公共のオープンスペースであ

り、都市の重要なみどりの核で多様な役割

を有する、区民の安全で快適な生活にとっ

てかけがえない施設です。公園の持つ多様

な役割をふまえ、その規模や機能に応じて

整備してまいります。 

 電柱を地中化し、歩行者が安全に歩

けるように道路を広くしたり、空が

広く見えるような美しい景観をつく

ってほしい。 

（他3件） 

 

区では現在、平成21年に策定した「電線類

地中化整備5ヵ年計画」に基づき、電線類

の地中化（無電柱化）に取り組んでいます。

引き続き、計画に基づき電線類の地中化整

備を推進していきます。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

より住みや
すく歩いて
楽しいまち
にする 

国道２４６号線南側から地上部と田

園都市線三軒茶屋駅地下改札階を

結ぶエレベーターを整備して欲しい。 

（他1件） 

国道２４６号線の歩道内におけるエレベー

ター設置は、歩行者の量に見合った歩道の

幅員がないなどにより難しい状況であり、

駅周辺ビル建替えの機会を捉え関係者にエ

レベーター設置などの協力を要請すること

により移動しやすい新たなルート確保を目

指しています。 

 基本構想（素案）に書かれている「都

市をデザインし」及び基本計画（検

討状況）⑧中の「都市全体のデザイ

ンに取り組みます。」について、ど

のようなことを意味するのか説明し

てほしい。 

世田谷区には、日常生活で歩いて暮らすま

ちの中に、世田谷らしいの風景や街並み、

みずやみどりなどの魅力があります。こう

した魅力を損なうことのないように、また、

施設や道路などが持つ機能を街という空間

にどのように組み合わせて配置を考えるか、

総合的な都市デザインを進めることが大切

です。 

 地籍調査をもとに地域の精細な図面

を作り、土地上の構造物が明らかに

なれば、不法建物の排除等、住宅地

の健全化に寄与するのではないか。 

地籍調査が完結することで土地の筆界が明

確となり、住宅の健全化に寄与するという

ご意見は重要であると考えます。いただい

たご意見は、今後の区政運営の参考として

いきます。 

ひとりでも
多くの区民
が区政や公
の活動に参
加できるよ
うにする 

町会・自治会の活性化が必要だ。行

政は加入促進のための支援をしてほ

しい。 

（他8件） 

地域のコミュニティ活動の再生のため、町

会・自治会の活性化が必要だと考えており

ます。基本構想素案でも、町会・自治会の

活動へ参加する区民を増やす努力を明記し

ました。なお、加入促進については、町会・

自治会の取組みを引き続き支援します。 

 町会・自治会をより透明性のある組

織へと改革していく必要がある。 

また、委嘱ボランティア（民生委員

など）も、同じ人が際限なくつづけ

ることのないようにすべきだ。 

（他5件） 

町会・自治会をはじめ、自主的コミュニテ

ィ団体がより透明性をもった運営ができ、

一人でも多くの方が活動に参加できるよう、

支援を行っていきます。 

委嘱ボランティアについても、地域の方と

協力して人材の確保・育成につとめていき

ます。 

 民生委員のなり手が少なくなってい

る。区職員も一度現場で実態を把握

してほしい。 

民生委員の皆さんが、地域福祉の担い手と

して生き生きと活動していくことができる

よう、活動の魅力等のご案内を地域の方と

とともに進めていきます。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

ひとりでも
多くの区民
が区政や公
の活動に参
加できるよ
うにする 

地域コミュニティを活性化するとと

もに、高齢者の見守りなど、地域の

ことは自分たちで解決していかなく

てはならない。その意識を子どもか

ら大人まで共有する必要がある。 

（他11件） 

素案では、「地域の課題に主体的に向き合

う区民が一人でも多くなるよう努力します」

と謳っています。「自分たちの地域のこと

は、自分たちでやっていく」という自治の

原則に立つ区民を増やしていくために、参

加の場づくりの支援や啓発などに取り組み

ます。 

 コミュニティの活性化に向けて、多

くの世代や立場の人が交流する場が

必要だ。 

また、行政は区民が集い、話し合う

意欲を高めるアイデアを提供すべき

である。 

（他5件） 

コミュニティ活動が活発になるよう、多世

代交流の場や、生涯学習、文化・芸術、ス

ポーツなどを通した交流の機会をつくって

いきます。 

また、地域行政を推進し、「地区情報連絡

会」の取組みなど、区民同士の情報交換の

場の確保に努めていきます。 

 行政は一部の区民からのみ意見を聞

いたり、区民に対し情報を提供しな

かったり、提案を無視したりといっ

た姿勢・意識を改めるべきだ。 

行政主導のお手伝い的な区民参加で

はなく、区民が主体であるという概

念をはっきり打ち出し、区民との信

頼関係を強固なものにすべきだ。 

（他9件） 

今後、区民参加をより進められるよう、区

政情報の提供を進め、区民の意見・提案を

尊重することを徹底するとともに、情報や

課題の共有化をこれまで以上に図り、信頼

関係の強化に努めてまいります。 

 「新しい公共」によるまちづくり活

動を強く支援すべきである。担い手

として、町会・自治会とともにNPO、

市民活動が活発になることを期待す

る。 

（他1件） 

基本構想、基本計画で掲げる区民の主体的

な自治への参加と、行政との協働は、「新

しい公共」の概念と一致するものです。NPO

をはじめとするテーマ型のコミュニティ活

動団体の活性化も、基本構想素案で謳って

います。 

 「ひとりでも多くの区民が～」をビ

ジョンの筆頭にすべきだ。また、ビ

ジョンの実行が担保されるよう「協

働推進室」のような組織か、あるい

は規則を設けてほしい。 

（他1件） 

「九つのビジョン」はいずれも並列ですが、

このビジョンで示されている「区民の主体

的な参加」は、前文で基本的な理念として

述べられており、重要な理念と考えていま

す。 

ビジョンの実現を担保する執行体制等は、

今後基本計画の検討の中で考えてまいりま

す。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

ひとりでも
多くの区民
が区政や公
の活動に参
加できるよ
うにする 

自治や、区民同士の交流を進めるた

めに、地域行政を進めるべきだ。地

域内分権など、地域住民が考えたほ

うが良い。また、話し合いや交流の

場などへの支援をしてほしい。 

（他2件） 

今後も地域行政を推進し、地域、地区にお

ける課題の解決に向け、協働によるまちづ

くりを進めていきます。また、「地区情報

連絡会」の取組みなど、様々な活動団体や

区民が地域の情報交換を行う場づくりに努

めます。 

 ソーシャルビジネスを育てるには、

手厚い支援が必要だ。 

コミュニティの担い手としてのソーシャル

ビジネスの推進について、今後基本計画、

個別計画の検討の参考といたします。 

 「自治の担い手である区民」の「自

治」とは何を指すか。「担い手」が

「参加」するのは矛盾していないか。 

この場合の「自治」とは、さまざまな課題

を区民の主体的なかかわりで解決する、と

いう概念で使っています。身近な地域社会

から、全区単位の世田谷区政までのいずれ

も含んでいます。 

 「地域」の広さ、範囲が一貫してい

ない。 

概ね、地域コミュニティが成立する範囲、

町会・自治会単位から学校区単位程度の地

域社会を指しています。一方、地域行政制

度では、「地域」は総合支所の範囲を指す

ことから、混乱のないよう、表現に留意い

たします。 

 個別政策には区民の視点を求めた

い。 

基本計画、個別計画検討にあたっては改め

てパブリックコメントを実施するなど、区

民参加の機会の確保に努めてまいります。 

 区民参加の場は区民が議事進行を含

めて主体となるべきであり、区議会

議員もその場に参加すべきだ。 

（他1件） 

区民参加の取組みは、可能な限り区民主体

で行うことが望ましいと考えており、今後

手法については工夫してまいります。 

なお、区議会議員の参加については、必要

に応じて区議会と調整していきたいと考え

ます。 

実現に向け
て 

基本計画、個別計画では区民の視点

に立った、人を大切にする政策の具

体化を進めてほしい。 

（他1件） 

基本構想の「九つのビジョン」は、区民の

視点に立った将来目標を示していると考え

ております。基本計画はこれを受けて、区

民本位の政策を具体化するものとして策定

を進めてまいります。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

実現に向け
て 

まず目標を明確にした上で、現状と

のギャップを整理し、計画→実施→

評価→改善（PDCA)のサイクルをま

わしていくことが重要だ。 

区長と区議会は、達成度を適正に評

価し、公表するべきだ。 

（他6件） 

基本構想を実現するための基本計画におい

ては、具体的な目標を設定し、定期的な評

価、改善を行うとともに、区議会への報告、

区民への公表を徹底してまいります。 

 基本計画などを検証する第三者機関

が必要である。それを明確に示すべ

きだ。 

（他2件） 

基本計画や個別計画の評価に際して、区民

の方にも参加いただく外部評価を実施して

まいります。 

 すぐしてほしい案件にすぐに対応す

る組織が必要だ。災害時など、行政

が机上のコントロールや企画だけで

なく、迅速に行動する組織であって

ほしい。 

（他1件） 

課題に対する迅速な対応については、かつ

て「すぐやる課」を設置していた経験等を

踏まえ、各所管において改善に取り組んで

まいります。 

 執行体制が不十分で、融通が利かな

い職員、組織になっていないか。教

育委員会は本当に必要な組織なの

か。区職員、組織のあるべき姿につ

いて明記すべきである。 

（他5件） 

執行体制のあり方については、基本計画お

よび新実施計画において、具体化してまい

ります。 

 区民と区の信頼関係をますます強固

なものにしていくことが重要だ。 

区の職員に熱意がない。若手職員を

育て上げ、ある程度自由に構想させ

るところから始めるべきだ。 

区の職員にはEQ（心の知能指数）が

高い人材を求めるようにしてほしい。 

まず、区の職員が区内に住むべきで

はないか。 

職員の天下りをやめるべきだ。 

非常勤職員の待遇を改善すべきだ。 

（他5件） 

区職員と区民の信頼関係をより強いものと

し、区民との協働を進めるため、時代の変

化に即応する職員の能力と資質の向上を図

るべく、人材育成に取り組んでまいります。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

実現に向け
て 

情報公開を積極的に進め、住民が合

意形成を図ったり、区政に関心、共

感を持ったりできるようにしてほし

い。町会・自治会や学校単位の説明

会のようなものや、SNS等の情報通

信を使った情報提供も進めるべき

だ。 

（他3件） 

区政情報を積極的に提供するとともに、区

民参加の取組みにおいて区政や地域の課題

を説明していくなど、区民が身近な地域や

生活に直結した課題に関心を持てるように

情報提供を進めていきます。 

 電子行政を徹底して推進すべきであ

る。 

（他2件） 

情報化時代にふさわしい技術を取り入れな

がら、電子行政を推進していきます。 

 地域行政をより進め、総合支所、出

張所・まちづくりセンターへの権限

委譲、人員体制の強化、サービスの

拡充を図るべきだ。また、地域行政

サービスのあり方を踏まえた区庁舎

の整備を進めるべきだ。 

（他5件） 

地域や地区でのコミュニティ活動を基盤と

して、地域社会を発展させる観点から、参

加と協働を踏まえて地域行政制度を充実さ

せていきます。 

また、区庁舎の整備の検討にあたっては、

サービス提供のあり方も検討の視点の一つ

としてまいります。 

 地域行政を推進する中で、住民協議

会などをつくり、住民の声をまちづ

くりや地域の計画づくりに反映させ

る仕組みや場を作るべきだ。 

（他3件） 

町会・自治会をはじめ、地域の様々な活動

団体や、これまであまり参加していない区

民の方が、地域の課題について議論したり

情報交換する「地区情報連絡会」の取組み

などを進め、協働によるまちづくりに取り

組みます。 

 区民参加は、ただ聞き置くのではな

く、計画や政策の策定過程に区民が

関与し、意見の採用の可否について

説明するようにすべきである。 

また、一から政策立案に参加してい

くなど、新たな手法も検討してほし

い。 

（他9件） 

基本計画などの個別計画の立案や進行管理

において、引き続き区民参加を進め、計画

策定や評価に関与していただけるように取

り組んでまいります。 

区民参加の新たな手法については、今後、

区民の方の参加のもとで検討を進めていき

たいと考えております。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

実現に向け
て 

区民参加のやり方として、例えば、

将来の目標を設定し、今何をすべき

か、何ができるかを議論したり、住

民だけでなく、働く人や企業の代表

者などにも来てもらったり、区民が

議事進行役を担うなど、新たなやり

方を工夫すべきである。 

（他3件） 

区民参加の手法については、今後とも工夫

が必要であると認識しております。新たな

手法を検討していく中で、ご意見を参考に

させていただきます。 

 区民による自治を引き続き進めてい

くために、現在うまくいっている事

例をモデルとして残し、広く引き継

いでいくことや、地域のコーディネ

ータとして活躍している人材や活動

団体を活用することなどが必要だ。 

行政と区民、事業者が協働する「新

しい公共」をより強く進めていって

ほしい。 

区民参加や協働を謳う条例を、もっ

と重要な条例として扱ってほしい。 

（他3件） 

地域住民による主体的な自治を推進するた

めにどのような手法が適切なのか、また、

行政と区民・事業者との協働をどのように

進めていくべきか、これまでの成功事例を

共有していくことをはじめ、地域のコーデ

ィネータ的な人材の活用、区民と区がある

べき姿を話し合うなど、区民とともに検討

を進めます。 

 区民参加はただ呼びかけるだけでは、

特に若い人は関心をもたず、参加者

が集まらない。参加の動機づけやサ

ポートを行い、できるだけ幅広い区

民の参加を促す取組みを行うべき

だ。 

（他6件） 

様々なテーマでの区民参加の場や、無作為

抽出によるワークショップ、地区レベルで

の交流を図る取組みなど、新たな発想、手

法で幅広い年代の区民の参加を促していき

ます。 

 区民参加の実効性を担保するため、

職員の意識を改革するとともに、協

働推進室などの専管組織を設置する

か、規則を作るなどしてほしい。 

（他1件） 

職員の人材育成をはじめ、区民参加を推進

するための執行体制について、基本計画を

具体化する中で検討を進めてまいります。 

 区民の主体的な自治により、地域の

課題を解決するというのは、負担が

重過ぎるのではないか。 

（他1件） 

一人ひとりが自分のライフステージに沿っ

て、できる範囲で公の役割を担っていける

ような、自治のあり方を追求してまいりま

す。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

実現に向け
て 

区民参加は、聞き置くだけでなく、

区民主権ということを認識して、し

っかり聞いていくことが必要である。 

（他3件） 

区民が自治の主役であるということを常に

意識し、適切な区民参加の実施に努めてま

いります。 

 個人情報保護法が、区民の主体的な

自治の推進の妨げになっている。 

個人情報保護法の趣旨に反しない範囲で、

自治を支援できるように、引き続き検討を

進めてまいります。 

 区民と区、区民相互の合意形成のル

ールをつくってほしい。 

合意形成のルールは、区民、事業者、区の

三者が協働を進める中で、徐々に形作られ

るものと考えています。 

 区民参加の場には区議会議員も参加

し、また審議機能、条例制定機能な

どを強化するために、議会の望まし

いあり方について方向性を明記すべ

きである。 

（他1件） 

区議会のあり方については区議会でご議論

されることであります。いただいたご意見

はお伝えいたします。 

 区民主体の自治を確立するには、個

よりも公が優先されるべきだが、行

政がある程度、指導・啓発しないと

住民の「公」の意識は育たない。海

外の事例に倣うべきだ。 

（他1件） 

区民参加の取組みをとおして、自治のある

べき姿について、区民の皆さんと議論を深

めてまいります。 

 自治権の拡充は、その目的と方向性

を明確に示し、国や都と異なる事業

を進めていく具体的な方策を明らか

にすべきである。 

（他2件） 

自治権の拡充に向け、世田谷の地域性を踏

まえた政策を展開するために必要な権限の

あり方を研究し、国、都に対して委譲等を

働きかけていきます。 

 自治権の拡充は増税を招く可能性が

あり、不要である。進める場合も、

権利だけでなく義務にも触れるべき

だし、住民のためになすべきことを

適切に行った上で自治権の拡充を訴

えるべきである。 

（他2件） 

自治権の拡充は、やみくもに権限を拡大し

ようという趣旨ではなく、世田谷の地域性

や区民ニーズを踏まえた適切な行政サービ

スを提供するために行うものです。区民に

必要な権限を獲得していくことを大前提と

して、今後とも取組みを進めてまいります。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

実現に向け
て 

財政状況の現状および将来の予測を

明確に示すべきである。 

（他8件） 

基本計画において、財政規模と将来予測を

示してまいります。 

 無駄な予算執行や二重行政を廃し、

民に任せるべきことは民に任せ、歳

出を最低限に抑えるとともに、税収

など歳入を増やす取組みを進め、お

金のかからない世田谷区を目指すべ

きである。 

（他7件） 

厳しい社会経済情勢を背景に、区財政も厳

しい状態が続いています。今後も行政経営

改革を不断に実施し、歳出を必要最小限に

抑制するとともに、歳入を増やす努力をつ

づけ、また、事務の改善を図っていきます。 

 区の本庁舎は、災害時に防災本部と

して機能するのか。災害問題を避け

ずに取り組むべきである。 

（他1件） 

現在の本庁舎は、建築後40年から50年以

上経過し、老朽化に加えて、分散化のほか、

ユニバーサルデザインや環境への配慮が不

十分であることなど、様々な課題がありま

す。そのため、災害対策本部機能は、より

安全性の高い第３庁舎に移転しています。

こうした課題を解決し、基本構想の理念は

もとより、基本計画に掲げる政策を具体的

に実現するため、区民の皆さんの理解を得

ながら、本庁舎の計画的な整備を進めてい

きます。 

 区の本庁舎の文化的価値を踏まえた

公共施設の整備を進めていくべきで

ある。 

（他1件） 

本庁舎の文化的価値を再確認しつつ、公共

施設に求められる機能を十分に発揮できる

ように整備する必要があります。 

 廃校になった学校を、需要の高い施

設に転用すべきである。 

統合などにより生じた学校跡地活用につい

ては、「学校跡地活用にかかる基本的な考

え方」に基づき、区民の方の意見を伺いな

がら、区として必要な公共施設の整備を検

討してまいります。 

その他、基
本構想全般
に対する意
見など 

素晴らしい基本構想ができた。これ

からも期待している。 

（他7件） 

ご期待に沿えるよう、区民、事業者等の皆

さんとともに、基本構想で掲げた将来像の

実現を目指してまいります。 



41 
 

該当項目 意見概要 区の考え方 

その他、基
本構想全般
に対する意
見など 

区の将来人口をどう想定して構想を

組み立てたのか。少子高齢化で人口

構成が変わると記しているが、その

規模がどうなるかということに触れ

ていないし分析もない。 

（他6件） 

世田谷区の人口推計については、平成22年

度に実施した推計を基に基本構想審議会で

の議論を行いました。その後、新たに人口

推計を見直し、その結果及び分析につきま

しては基本計画（素案）等で公表していく

予定です。 

 世田谷ナンバーには反対する。 

（他2件） 

ご意見として受け止めさせていただきます。 

 世界平和は最終的には人類が世界連

邦をつくることであり、世田谷区は

その基点となるべきである。 

世田谷区では昭和60年8月15日に国の内

外に向けて「平和都市宣言」を行っていま

す。平和の尊さを忘れず、平和を願う気持

ちを次代を担う子どもたちに語り継いでい

きます。 

 せともの雑器を不燃物ではなく、道

路資材として活用できるように回収

できないか。 

ご意見として受け止めさせていただきます。 

 マイナンバー制度を一概に排除せ

ず、メリットを評価してもよいので

は。 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）

につきましては、現在、国において法省令

等の整備を行っているところです。今後、

国の動向等を踏まえ、進めてまいります。 

 転入者に防災やゴミ出し、孤立防止

の相談窓口など正しい情報提供をす

るべき。 

（他1件） 

転入された方には、災害対策、ごみ、相談

窓口などの情報を掲載した「せたがや便利

帳」をお渡しし、区民生活に関する情報を

お伝えするようにしています。また、お住

まいの地域におけるご相談や情報提供につ

いては、総合支所、出張所・まちづくりセ

ンターにおいてお受けしております。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

その他、基
本構想全般
に対する意
見など 

京王線駅前広場や二子玉川再開発

等のまちづくりについて、説明や話

し合いの場を設けてほしい。 

（他4件） 

京王線各駅の駅前広場や二子玉川再開発等

につきましては、各々の事業の所管課が中

心となり、取り組んでまいります。 

京王線連続立体交差事業にあわせて整備を

行う駅前広場につきましては、交通結節機

能の強化に加え、街を訪れた人々が快適・

安全に過ごし、回遊したくなるような魅力

的な空間の創出を目指すとともに、街全体

の魅力と賑わいを向上させる駅周辺街づく

りを、地域の皆様のご意見を伺いながら進

めてまいります。 

 主体的に公に関わる第一歩が投票だ

と思うが、投票率をアップする方策

はないのか。 

（他1件） 

世田谷区では、区民の皆さんに投票参加の

重要性を広く伝えるため、世田谷区明るい

選挙推進協議会と協力しながら、選挙の行

われる時期のみでなく、年間を通して啓発

活動を推進しております。今後も、工夫を

凝らした啓発活動を進めてまいります。 
 議員の定数削減、議会の審議機能や

条例制定機能等の強化など、区議会

について触れられていない。 

（他1件） 

区議会の役割については、区議会でご議論

されるものであり、基本構想で明記するこ

とではないと考え、記載しておりません。 

 多様な意見は調整しきれるものなの

か。 

 

いただいたご意見は賛否を問うものではな

く、区の計画や施策に反映することを目的

としています。 

 高齢者の医療費を支えたくないので

国民保険料を未払いすることで意思

表示をしている。 

保険料の未納は、ご自身に不利になる場合

がありますので、国民健康保険制度の趣旨

をご理解いただき、保険料の納付をお願い

します。 

 地域でアイデンティティを実感し、

かつ世田谷独自のDNAのガラパゴス

化を防ぐため、異なるDNAをもつ新

世代の開拓も含め、一人一人の地域

活動への参加を促す工夫が更に求め

られている。地域に根付くDNAは、

世田谷区の基本計画のバックボーン

といえる。 

世田谷区は、新旧住民がゆるやかに包摂し

あう寛容で活気あふれる社会を築いてきま

した。今後も、この特色を活かし基本構想

で掲げた将来像の実現を目指してまいりま

す。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

その他、基
本構想全般
に対する意
見など 

なぜ、審議会の検討にこんなに時間

がかかるのか。 

審議会などに諮問する場合、審議会での検

討期間、区民意見の反映、答申等にかかる

時間を踏まえ、概ね実施から1年から2年

前にお願いしております。ご理解のほどお

願いします。 

 将来は国際化が進み、三軒に一軒は

外国から来た家族が居住しているの

ではないか。言葉、生活習慣、価値

観などが異なった人びとが居住する

社会に対して住民はどう対応すれば

よいか。 

「個人を尊重し、人と人のつながりを大切

にする」のビジョンでは、区内に在住する

外国人とともに多文化共生の社会をつくる

ことを目指しています。そのために、外国

語を併記するなどの配慮を行うことのほか、

区内の国際交流団体等の活動をご紹介する

機会や場を提供していく中で、区民の皆さ

んも趣旨をご理解いただき取組みに関わっ

ていただければと思います。 

 大切な税金の多くを子どもに使いす

ぎではないか。働きたくても年齢制

限で働けない人より、若くて働ける

人にお金をかけるのはどういうこと

か。 

少子高齢化社会を迎え、社会全体で子ども

を育てていくという趣旨の基、子育て支援

を進めています。また、高齢者雇用につき

ましては、別途取組みを進めております。

ご理解のほどお願いします。 

 机上の空論ではなく、区民、事業者、

行政が一体となって努力を続けてい

きたい。 

（他2件） 

基本構想は、区民、事業者、行政の今後20

年間の公共的指針です。基本構想で掲げた

将来像の実現を、共に目指してまいります。 

 基本構想の広報活動をもっとやるべ

き。幅広く周知し、具体的にどのよ

うに進めるのか示したほうが良い。 

（他1件） 

基本構想の広報活動につきましては、今後、

リーフレットや冊子、また中高生向けなど

も作成し、周知していきます。外国語版に

ついても検討していきます。 

また、基本構想の実現に向けて基本計画、

実施計画等を策定し明らかにしてまいりま

す。 

 基本構想の英語訳、ハングル訳、中

国語訳を作成し、区内在住の外国人

への情報提供を充実する。 

 

分かりづらい内容については事例を

掲載してほしい。 



44 
 

該当項目 意見概要 区の考え方 

その他、基
本構想全般
に対する意
見など 

平成6年にできた基本構想の評価検

証は誰が行い、どのように公表する

のか。20年後、区長が変わっても担

保されるのか。 

平成6年の基本構想の評価検証を行い、審

議会資料とし検討の素材といたしました。

HPでご覧いただけます。 

議決を経て策定される新たな基本構想は、

区民、事業者、行政の今後20年間の公共的

指針として、実現を目指してまいります。 

 区の仕事はシヴィルミニマムの維持、

みどりとみずの保護、住民の連帯感

の育成につきる。余分なことはやら

なくてよい。 

いただいたご意見は、今後の区政運営の参

考とさせていただきます。 

 課税問題は都の話だからと、区民の

関心ある話を後回しにしては、基本

構想について区民は耳を傾けないの

ではないか。 

課税問題をはじめとする自治権拡充の課題

につきましては、今後、区民の皆さんに広

く周知するとともに取組みを進めてまいり

ます。 

 総論は賛成である。 

一番大事なものは「基本理念」にほ

かならない。世田谷区の価値を決め

るのは区民であり「区民中心主義」

を徹底できるかが勝負である。いか

に具体策を立てるのかが急務である。 

（他4件） 

基本構想は、住民自治の確立を目指してい

ます。区は、区民の皆さんや事業者等の区

政や地域活動への参加をサポートすること

で、自治の発展を支えます。 

基本構想を実現するための具体策は、今後、

基本計画や新実施計画で明らかにしてまい

ります。 

 世田谷区は広域で、地域ごとに変化

に富んでおり、それぞれの特性を活

かした街づくりが肝要である。 

（他1件） 

基本構想の実現に向けて策定される基本計

画には、地域計画が含まれております。地

域の特性と地区におけるまちづくり活動の

目標を踏まえ、めざしていく将来像をまと

める予定です。 

 高層住宅についてどう考えているの

か。 

現在、商業地域等一部の地区を除いて高さ

制限を設けておりますが、地区によっては、

大規模な敷地での高層住宅建設やそれに伴

う建築紛争が発生しています。そのため、

都市整備方針改定の中で高さ等、新たな都

市計画の規制導入の考え方を示し、これに

基づく取組みを進める予定です。 

 基本構想は区の憲法のようなものだ

ということだが、一番区として核心

を感じる部分はどこか。 

新たな基本構想の一番の特徴としては「区

民参加」であると考えています。区民の主

体的参加に基づく区政運営と地域の課題解

決により、区民・事業者とともに将来像の

実現を目指してまいります。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

その他、基
本構想全般
に対する意
見など 

15年前に作られた学校図書館マニュ

アルが具体化していないのはどこに

問題があるのか。 

学校図書館は学校教育において重要であり、

区教育委員会では本年度「学校図書館運営

マニュアル」を改訂し、５月に各学校に配

付・周知を図っています。ご意見は、現在

策定中の教育ビジョンの参考とさせていた

だきます。 
 基本構想をどう区民に広めていくの

か、また個人情報保護という課題を

どうクリアして実施いくのか。 

（他1件） 

個人情報の保護は、個人情報の漏洩を防ぎ、

個人の権益を守ることが趣旨だと考えてい

ます。個人を尊重しながら基本構想の将来

像の実現を目指す取組みを区民とともに進

めてまいります。 

また、今後、冊子、リーフレット等を作成

し、基本構想の周知を進めていきます。 

 インターネット生放送の活用を検討

してほしい。 

区では、既に区長記者会見の生中継や、シ

ンポジウム等のインターネット公開を行っ

ております。区民の皆さんにもっと利用し

ていただけるよう周知に努めていきます。 

 公共施設白書と基本構想は同時にあ

ってこそ基本構想を決定できるもの

ではないか。 

基本構想の検討にあたっては、公共施設の

整備状況などの資料をもとに議論し、基本

構想の中に「老朽化しつつある社会インフ

ラの整備、更新」が必要だという表現を盛

り込みました。 

この構想を具体化する基本計画や個別計画

の策定に併せ、新たな公共施設整備方針を

策定する基礎資料として、公共施設白書を

作成いたしました。 

 相続による権利関係が複雑で、家や

土地を失いかねない。愛する地で終

末を迎えられるような環境を整えて

ほしい。 

弁護士相談や福祉サービスに関する相談な

ど、区では様々な相談体制を整えています。

ご活用ください。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

その他、基
本構想全般
に対する意
見など 

徹底した電子化により人員と経費を

削減し、区民に対してもインターネ

ット利用促進を徹底するとともにタ

ウンミーティングなども電子環境を

活用して行ってほしい。 

（他2件） 

区では、これまでシステム化による行政事

務の効率化や、インターネットを利用した

区民サービスの導入に取り組んできました。

今後、多様なコミュニケーションツールを

活用して、区民による区政参加の機会拡充

に向けた検討を進めていきたいと考えてい

ます。 

いただいたご意見は、今後の区政運営の参

考とさせていただきます。 

 新たな発想とは何かについて具体的

に示すべきである。過去の反省と現

状認識を踏まえた新しい発想が無い

ために内容的には現行基本構想の延

長でしかない。 

基本構想を実現する基本計画や個別計画に

おいて具体策は明らかにしてまいります。

いただいたご意見は、今後の区政運営の参

考とさせていただきます。 

 九つのビジョン相互の調整原理を書

くべきである。 

基本構想前文にあたる部分において、九つ

ビジョンにつながる基本理念を明記してい

ます。 

 

 もっとビジョナリーなビジョンであ

ってほしい。 

もっと明晰で格調の高い文章であっ

てほしい。 

もっと問題意識や課題をはっきりさ

せてほしい。 

自治や住民自治の中身をはっきりさ

せてほしい。 

いただいたご意見は、今後の区政運営の参

考とさせていただきます。 

また、基本構想を実現するため、基本計画、

実施計画等で具体的に示していきます。 

 基本構想（素案）に寄せられた意見・

提案は速やかに公表し、生の情報を

区民に提供することによって、区民

が「住民参加」の実情の一端を知る

ことが出来る。 

いただいたご意見を基に、基本構想（素案）

を修正し、基本構想（案）を策定しました。 

また、いただいたご意見・ご提案は類似項

目をまとめ、抜粋した形で公表いたしまし

た。 

 基本計画（検討状況）の現状把握と

課題発生への要因認識が甘い。 

基本構想では簡潔な表現といたしましたが、

これまでの検討を踏まえ、9月に公表する基

本計画（素案）では、基本計画（検討状況）

よりも文章を書き込んでおります。 

いただいたご意見は、今後の区政運営の参

考にさせていただきます。 
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該当項目 意見概要 区の考え方 

その他、基
本構想全般
に対する意
見など 

基本計画（検討状況）の地区ビジョ

ンの内容が物足りない。 

地区ビジョンは、基本計画に含まれている

地域計画の中の、各地区におけるまちづく

り活動の目標です。9月に公表する基本計画

（素案）の中で、地区ビジョンの位置付け

や内容の説明を記載していきます。 

 地方自治法が改正され、基本構想を

策定する義務はなくなったのに、な

ぜ基本構想を策定するのか。 

 

基本構想は紋切り型でワンパターン

である。基本構想の目的は何か。観

念的で現実無理な目標しかでてこな

いのではないか。計画には基準と前

提が必要だが明確に読み取れない。

現行の基本構想に比べてお粗末であ

る。大きな目標を掲げるべき。 

（他13件） 

地方自治法が改正され、基本構想を策定す

る義務はなくなりましたが、世田谷区は中

長期的な展望のもとで総合的かつ計画的な

行政の運営を図るため、基本構想を策定す

ることとしました。 

 

また、今後の課題解決に向けては区民の主

体的な参加が不可欠であることから、新た

な基本構想は、区民、事業者、行政の今後

20年間の公共的指針として位置づけていま

す。 

 

できるだけわかりやすく端的な表現を心が

け、短い文章にしています。いただいたご

意見やご提案を受け、よりわかりやすく修

正し、時制も統一しました。今後、基本計

画等の中で、実現に向けた政策を位置付け

てまいります。 

 

いただいたご意見は、今後の区政運営の参

考とさせていただきます。 

 

 

 


